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○公表資料Ｐ３「別表１ 府省、役職別国から地方公共団体への出向者数」
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○公表資料Ｐ４「別表２ 府省、役職別地方公共団体から国への受入者数」
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○公表資料Ｐ６「別表３ 府省別国から地方公共団体の部長級以上の役職への出向状況」

（正） 

都道府県 市町村

愛知県副知事、大分県副知事 多摩市健幸まちづくり政策監、豊中市副市長

群馬県健康福祉部副部長（感染症危機管理担当）、千葉県
健康福祉部保健医療担当部長、神奈川県健康医療局技監
（兼）保健医療部長、新潟県福祉保健部長、富山県厚生部
長、長野県県民文化部こども若者局長、京都府健康福祉部
長、奈良県福祉医療部医療政策局長、岡山県保健福祉部
長、広島県健康福祉局長、長崎県福祉保健部長

川口市福祉部長、行田市健康福祉部長、松戸市福祉長寿部
長、草津市健康福祉部理事、吹田市健康医療部長、神戸市
企画調整局医療・新産業本部担当部長（医療政策担当）、
総社市保健福祉部長、下関市保健部長

富山県副知事 岸和田市副市長、高知県北川村副村長、鹿屋市副市長

秋田県農林水産部森林技監、茨城県農林水産部長、新潟県
農地部長、石川県農林水産部長、山梨県農政部長、徳島県
政策創造部長、愛媛県農林水産部農業振興局長

弘前市農林部長、酒田市農林水産部長、小山市産業観光部
長、千葉市経済農政局農政部長（兼）千葉市農業委員会事
務局長、佐倉市産業振興部理事、三浦市経済部海業水産担
当部長、新潟市農林水産部長、上越市農林水産部長、伊那
市農林部参事、焼津市経済部長、田原市産業振興部技監、
養父市産業環境部長（兼）国家戦略特区・地方創生担当部
長、倉敷市文化産業局参与（兼）農林水産部長、笠岡市政
策部長、高梁市産業経済部政策監 （農政企画・環境政策担
当）、浅口市産業建設部長、熊本市農水局長

群馬県副知事、石川県副知事、広島県副知事 寒河江市副市長、田村市副市長、古河市副市長、常陸太田
市副市長、長野市副市長、熱海市副市長、堺市副市長、茨
木市副市長、下関市副市長、うきは市副市長、別府市副市
長

富山県知事政策局長、愛知県経済産業局長、長崎県産業労
働部政策監（新産業振興担当）（兼）企画部政策監（次世
代情報化推進担当）、大分県商工観光労働部長、鹿児島県
商工労働水産部長

石巻市産業部産業政策審議監、いわき市産業振興部長、喜
多方市産業部参事、南相馬市経済部理事（企業支援担
当）、かすみがうら市産業経済部理事、市原市地方創生部
長、三条市経済部主幹、燕市産業振興部長、佐渡市地域振
興部長、浜松市産業部スタートアップ推進担当部長、岸和
田市魅力創造部長（兼）農業委員会事務局長、河内長野市
環境経済部理事、南あわじ市総務企画部付部長（企画担
当）、有田市経営管理部理事、東広島市産業創造担当理
事、長門市経済観光部理事、西条市産業経済部長

出向先役職名

農林水産省 ２８人

経済産業省 ３６人

厚生労働省 ２３人

府省等名 出向者数

（誤） 

都道府県 市町村

愛知県副知事、大分県副知事 多摩市健幸まちづくり政策監、豊中市副市長

群馬県健康福祉部副部長（感染症危機管理担当）、千葉
県健康福祉部保健医療担当部長、神奈川県健康医療局技
監（兼）保健医療部長、新潟県福祉保健部長、富山県厚
生部長、長野県県民文化部こども若者局長、京都府健康
福祉部長、奈良県福祉医療部医療政策局長、岡山県保健
福祉部長、広島県健康福祉局長、長崎県福祉保健部長

川口市福祉部長、行田市健康福祉部長、松戸市福祉長寿部
長、草津市健康福祉部理事、吹田市健康医療部長、神戸市
企画調整局医療・新産業本部担当部長（医療政策担当）、
総社市保健福祉部長、下関市保健部長

富山県副知事 岸和田市副市長、高知県北川村副村長、鹿屋市副市長

秋田県農林水産部森林技監、新潟県農地部長、新潟県農
林水産部参事、石川県農林水産部長、山梨県農政部長、
徳島県政策創造部長、愛媛県農林水産部農業振興局長

弘前市農林部長、酒田市農林水産部長、小山市産業観光部
長、千葉市経済農政局農政部長（兼）千葉市農業委員会事
務局長、佐倉市産業振興部理事、三浦市経済部海業水産担
当部長、新潟市農林水産部長、上越市農林水産部長、伊那
市農林部参事、焼津市経済部長、田原市産業振興部技監、
養父市産業環境部長（兼）国家戦略特区・地方創生担当部
長、倉敷市文化産業局参与（兼）農林水産部長、笠岡市政
策部長、高梁市産業経済部政策監 （農政企画・環境政策
担当）、浅口市産業建設部長、熊本市農水局総括審議員
（兼）農政部長

群馬県副知事、石川県副知事、広島県副知事 寒河江市副市長、田村市副市長、古河市副市長、常陸太田
市副市長、長野市副市長、熱海市副市長、堺市副市長、茨
木市副市長、下関市副市長、うきは市副市長、別府市副市
長

富山県知事政策局長、愛知県経済産業局長、長崎県産業
労働部政策監（新産業振興担当）（兼）企画部政策監
（次世代情報化推進担当）、大分県商工観光労働部長、
鹿児島県商工労働水産部長

石巻市産業部産業政策審議監、いわき市産業振興部長、喜
多方市産業部参事、南相馬市経済部理事（企業支援担
当）、かすみがうら市産業経済部理事、市原市地方創生部
長、三条市経済部主幹、燕市産業振興部長、佐渡市地域振
興部長、浜松市産業部スタートアップ推進担当部長、岸和
田市魅力創造部長（兼）農業委員会事務局長、河内長野市
環境経済部理事、南あわじ市総務企画部付部長（企画担
当）、有田市経営管理部理事、東広島市産業創造担当理
事、長門市経済観光部理事、西条市産業経済部長

農林水産省 ２８人

経済産業省 ３６人

厚生労働省 ２３人

出向先役職名
府省等名 出向者数
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